
浪江町農業委員会

〇農作業賃金 （単位：円）

単位 標準額 摘要

※令和8年度中に最低賃金が変更され、上記の作業賃金が最低賃金を下回る場
合は、最低賃金の金額に読み替えるものとします。

〇請負作業（消費税抜き） （単位：円）

単位 標準額 摘要

一番耕 10a 6,000

二番耕 10a 4,600

10a 7,000 耕うん深度は15㎝を基準とし、15㎝超は2割増しとする。

バーチカルハロー 10a 5,250 回送料は別途とする。

レーザーレベラー 10a 21,000 回送料は別途とする。W＝4m以上

1m 50

10a 7,000

10a 7,000 側条施肥無しは1,000円減とする。

10a 6,000 湛水、乾田共通。コーティングは含まない。

1時間 1,500 自走式は500円増しとする。

10a 7,000 畦畔、法面含む。

10a 1,000 薬剤は委託者負担とする。

10a 3,800 薬剤は委託者負担とする。

10a 1,500 薬剤は委託者負担とする。

10a 17,000 籾運搬費については同地区内1,000円、地区外1,500円を加算する。

60㎏ 1,600 籾摺り含む。色彩選別は含まない。

60kg 700 乾燥・調整と同時に行うときは400円とする。

60㎏ 650

10a 14,700

10a 1,500

10a 3,500 10aあたり1tを基準とし、積込みを含む。

【注意事項】　

・30a以上の圃場整備完了田が基準となっています。

〇農地賃借料（参考額）

　令和7年1月から12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準は次のとおりです。　　　

平均額 備考

5,162円 最高額9,000円、最低額1,700円、データ数619筆

2,902円 最高額5,000円、最低額2,000円、データ数91筆

※あくまで参考の数値となります。貸す人・借りる人、双方合意のうえ賃借料を決定してください。

機械によるくろぬり

令和8年度　浪江町標準農業労働賃金協定表

　今年度の標準農業労働賃金を下記のとおり定めました。

作業名

一般農作業 1日 8,264
1日8時間（食事なし）
1時間当たり1,033円

作業名

耕
起

ロータリー耕

プラウ耕

整
地

肥料散布

代かき

機械田植

直播

機械による畦畔の草刈り

トラクターによる草刈り

防
除

動力散布機

動力散布機（自走式）

ドローン

コンバインによる刈取り

乾燥・調整

色彩選別

籾摺り

麦刈取り

畑 10a

堆肥散布

・この表はあくまで目安です。頼む人・頼まれる人、双方合意のうえ料金を決定してください。

農地区分 面積

田 10a


